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上田市教育委員会 

 

                  上田市いじめ問題対策連絡協議会 
 

  構成：市教育委員会、学校関係者、中央児童相談所、長野地方法務局又は上田支局、 

      上田警察署、その他の関係者 

 

  役割：いじめ防止等に関する関係者の連携を図る。上田市いじめ防止基本方針の修正 
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         重大事態の調査 
 

●学校が主体となる場合 

 各学校に設置している「いじめの防止等

の対策のための組織」を母体とし、弁護士

や精神科医、学識経験者、心理や福祉の

専門家等を加えて実施 

 

●市教育委員会が主体となる場合 

 行政部局内にプロジェクトチームを置き、
外部の弁護士や精神科医、学識経験者、

心理や福祉の専門家等を加え実施 

    

    再調査の実施 
 

外部の弁護士や精神科医、

学識経験者、心理や福祉の

専門家等で構成し実施 
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重大事態発生報告 

・いじめの報告 

・重大事態発生報告 

支援･指示 
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重大事態調査結果報告 
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